
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

第
一

給
油
取
扱
所
の
定
義
に
係
る
規
定
の
整
備

専
ら
給
油
設
備
に
よ
っ
て
自
動
車
等
の
燃
料
タ
ン
ク
に
直
接
給
油
す
る
た
め
危
険
物
を
取
り
扱
う
取
扱
所
及
び
給
油
設
備

に
よ
っ
て
自
動
車
等
の
燃
料
タ
ン
ク
に
直
接
給
油
す
る
た
め
危
険
物
を
取
り
扱
う
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
作
業
を
行
う
取
扱
所

を
給
油
取
扱
所
と
定
義
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
関
係
）

一

給
油
設
備
か
ら
ガ
ソ
リ
ン
を
容
器
に
詰
め
替
え
、
又
は
軽
油
を
車
両
に
固
定
さ
れ
た
一
定
の
タ
ン
ク
に
注
入
す
る
作
業

二

固
定
し
た
注
油
設
備
か
ら
灯
油
若
し
く
は
軽
油
を
容
器
に
詰
め
替
え
、
又
は
車
両
に
固
定
さ
れ
た
一
定
の
タ
ン
ク
に
注

入
す
る
作
業

第
二

屋
内
貯
蔵
所
の
基
準
の
特
例
の
追
加

蓄
電
池
に
よ
り
貯
蔵
さ
れ
る
総
務
省
令
で
定
め
る
危
険
物
の
み
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
内
貯
蔵
所
に
つ
い
て
、
総

務
省
令
で
、
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
条
関

係
）

第
三

給
油
取
扱
所
に
設
置
で
き
る
建
築
物
に
係
る
規
定
の
整
備



給
油
取
扱
所
に
設
置
で
き
る
建
築
物
を
、
給
油
そ
の
他
の
業
務
の
た
め
の
建
築
物
（
避
難
又
は
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
総
務
省
令
で
定
め
る
用
途
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
七
条
関
係
）

第
四

消
火
設
備
の
基
準
の
特
例
の
新
設

蓄
電
池
に
よ
り
貯
蔵
さ
れ
る
総
務
省
令
で
定
め
る
危
険
物
の
み
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
内
貯
蔵
所
に
つ
い
て
、
総

務
省
令
で
、
消
火
設
備
の
技
術
上
の
基
準
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
条
関
係
）

第
五

給
油
取
扱
所
に
お
け
る
危
険
物
の
取
扱
い
の
技
術
上
の
基
準
の
見
直
し

一

給
油
取
扱
所
の
専
用
タ
ン
ク
に
危
険
物
を
注
入
す
る
場
合
に
お
い
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、

当
該
専
用
タ
ン
ク
に
接
続
す
る
固
定
給
油
設
備
又
は
固
定
注
油
設
備
の
使
用
を
中
止
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
と
す
る
こ

と
。
（
第
二
十
七
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
六

附
則

一

こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
か
ら
第
四
ま
で
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
項
関
係
）



二

罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
項
関
係
）


